		

日常生活支援総合事業
第１号通所事業（介護予防通所介護相当）契約書別紙（兼重要事項説明書）①
　　　　　　　　　様に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

１．事業者（法人）の概要
	事業者（法人）の名称
	株式会社介護ＮＥＸＴ

	主たる事務所の所在地
	〒372-0045　群馬県伊勢崎市上泉町１５７番地１

	代表者（職名・氏名）
	代表取締役　大場　隆幸

	設立年月日
	平成２１年４月１日

	電話番号
	０２７０－６１－８９６０



２．ご利用事業所の概要
	ご利用事業所の名称
	ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　〇〇

	サービスの種類
	第１号通所事業（介護予防通所介護相当）

	事業所の所在地
	〒

	電話番号
	

	指定年月日・事業所番号
	平成〇年〇月１日指定
	

	実施単位・利用定員
	１単位目　〇名
	２単位目　　　〇名

	通常の事業の実施地域
	



３．事業の目的と運営の方針
	事業の目的
	要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的とします。

	運営の方針
	事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市区町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。






４．提供するサービスの内容
第１号通所事業（介護予防通所介護相当）は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター）に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。

５．営業日時
	営業日
	月曜日から〇曜日（祝日含む）
ただし、１２月３１日～１月２日を除きます。

	営業時間
	　午前８時３０分から午後１７時３０分まで

	サービス
提供時間
	１単位目　　９：００～１２：０５

	
	２単位目　１３：２５～１６：３０



６．事業所の職員体制
	従業者の職種
	勤務の形態・人数

	管理者
	常勤　人　　

	生活相談員
	常勤　人、　　非常勤　人

	 看護職員
	常勤　人、　　非常勤　人

	 介護職員
	常勤　人、　　非常勤　人

	機能訓練指導員
	常勤　人、　　非常勤　人




７．サービス提供の担当者
　サービス提供の担当職員（生活相談員）及びその管理責任者（管理者）は下記のとおりです。
　サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
	担当職員の氏名
	生活相談員　 〇〇　〇〇

	管理責任者の氏名
	管　理　者　〇〇　〇〇





８．利用料
　サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の１割又は２割又は３割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

（１）第1号通所事業・介護予防通所介護相当サービスの利用料・・・基本部分、加算、減算の合計の額となります。
【基本部分：介護予防通所介護相当】　　　　　　
	
	利用者の
要介護度
	基本利用料
	利用者負担
(1割)
	利用者負担
（2割）
	利用者負担
(3割)

	
	事業対象者
要支援１
	4,656円（１回につき）
（週に１回程度で月４回以内のサービス）
	466円
	
932円
	1,397円

	
	事業対象者
要支援１
	19,202円（１月につき）
（週に１回程度で月５回以上のサービス）
	1,921円
	
3,841円
	5,761円

	
	事業対象者
要支援２
	4,773円（１回につき）
（週に２回程度で月８回以内のサービス）
	478円
	
955円
	1,432円

	
	事業対象者
要支援２
	38,672円（１月につき）
（週に２回程度で月９回以上のサービス）
	3,868円
	
7,735円
	11,602円


【加算】
　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
	
	
加算の種類
	加算の要件　　　　（概要）
	加算額

	
	
	
	基本利用料
	利用者負担
(１割)
	利用者負担
（２割）
	利用者負担
(３割)

	
	

科学的介護推進体制加算
	心身の基本的な情報を送り、事業所は、利用者の自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」の作成、検証、見直しを行った場合
	

427円
	

43円
	

86円
	

129円

	
	

口腔機能向上加算Ⅱ
	口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者の情報を送り、看護職員等が「口腔機能改善管理指導計画」の作成、検証、見直しを行った場合
	

1,708円
	

171円
	

342円
	

513円

	
	
サービス提供体制加算（Ⅰ）
事業対象者・要支援1
	事業所における介護職員に占める介護福祉士の割合が７０％以上
	

939円
	

94円
	

188円
	

282円


	
	
サービス提供体制加算（Ⅰ）
事業対象者・要支援２
	事業所における介護職員に占める介護福祉士の割合が７０％以上
	

1,879円
	

188円
	

376円
	

564円


	
	
サービス提供体制加算（Ⅱ）
事業対象者・要支援1
	事業所における介護職員に占める介護福祉士の割合が５０％以上
	

768円
	

77円
	

154円
	

231円


	
	
サービス提供体制加算（Ⅱ）
事業対象者・要支援２
	事業所における介護職員に占める介護福祉士の割合が５０％以上
	

1,537円
	

154円
	

308円
	

462円


	
	
介護職員等
処遇改善加算（Ⅲ）
	
当該加算の算定要件を
満たす場合

	
上記基本部分と各種加算・減算の
合計単位数の８．０％



【減算】
	[bookmark: _Hlk162972820]
	送迎を実施しない場合
	単位数
	10割分
	1割分
	2割分
	3割分

	
	送迎減算（片道）
	-47
	-501円／回
	-51円／回
	-101円／回
	-151円／回

	
	送迎減算（往復）
	-94
	-1,003円／回
	-101円／回
	-201円／回
	-301円／回



（２）その他の費用
	その他
	上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。



（３）キャンセル料
　利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。また、介護予防通所介護相当サービスは、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。
	キャンセルの時期
	キャンセル料

	利用予定日の前日
	無料

	利用予定日の当日
	利用者負担金の１０％の額



（４）支払い方法
　上記（１）の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次の方法によりお支払いください。
　なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後に差し上げます。
	
	支払い方法
	支払い要件等

	
	現金払い
	サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は直前の営業日）までに、現金でお支払いください。

	
	口座引き落とし
	サービス利用終了月の翌月１０日前後にご請求させていただき、２７日に利用者指定の口座より引き落としさせていただきます（振替日が金融機関休業の場合は翌営業日となります）。契約時に口座自動引き落としの手続きをお願いします。お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします（医療費控除等の還付請求の際に必要となることがあります）。なお、何らかの事情で口座より引き落としが出来ない場合については現金でお支払い頂く場合がございます。


９．緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
	利用者の主治医
	医療機関の名称

氏名

所在地

電話番号
	

	緊急連絡先
（家族等）
	氏名
（利用者との続柄）

電話番号
	



１０．事故発生時の対応
　サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び〇〇市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

１１．苦情相談窓口
（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
	事業所相談窓口
	電話番号  
面接場所　当事業所の相談室




（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
・株式会社介護ＮＥＸＴ　お客様相談室　電話　０１２０－１６０－９８１
受付時間　月～金（8/13～8/15・12/31～1/3を除く）8：30～17：30
・
・
・

１２．サービス利用をやめる場合（契約の終了について）
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の７日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第10条参照）
（１）ご契約者が死亡した場合
（２）要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立もしくは要介護と判定された場合。
（３）事業者が破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
（４）施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
（５）当事業所が介護保険の指定を取り消された場合
（６）ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。）
（７）事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）

１３．利用者からの解約権（契約書第８条参照）
　契約の有効期間であっても、利用者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の７日前までに申し出ください。

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
（１）ご契約者が入院された場合
（２）ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合
（３）事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合
（４）事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
（５）事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
（６）他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

１４．事業者からの解約権（契約書第９条参照）
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。

（１）ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
（２）契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
（３）ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
（４）施設内外および当事業所の営業時間中に他のご利用者や職員に対する金員や物品の受け渡しが行われた場合。
（５）利用者の「営利活動、宗教の勧誘、特定の政治活動」が行われた場合。
（６）事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為があった場合。
（７）モラルハラスメント、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントおよび、その他ハラスメントなどの行為があった場合。

１５．契約の終了に伴う援助（契約書第１０条参照）
  　　契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。

１６．サービスの利用にあたっての留意事項
　サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。
（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いします。
（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに、担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
（４）感染症が流行する季節および、感染症が流行した場合におけるサービス提供については、マスクの着用をお願い致します。また、お迎え時の検温および乗車前の手指の消毒もお願い致します。前記事項を拒否した場合、あるいは、マスクをしないまま来所し、咳や熱発がみられた際には、利用をお断りする場合がございます。

１７．非常災害対策 
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。

１８．身体拘束等の禁止および緊急やむを得ず身体拘束等を行う手続き
事業所は指定通所介護等の提供に当たって、当該利用者又は他の利用者等の命、または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行わないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その様態および時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。

１９．虐待防止のための処置に関する事項
１　事業所は、利用者の人権の擁護および虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
（１）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため定期的な研修の実施
（２）虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者の設置
（３）その他虐待防止のための措置
２　事業所は、指定通所介護等の提供に当たり、当該事業所従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを区市町村に報告するものとする。
３　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
４　虐待防止のための指針の整備を行う。

２０. 認知症のケアに関する事項
事業所は、認知症のケアに関して、次の処置を講ずるものとする。
（１）従事者に対して、認知症に関する理解、専門性の確保及び実践できることを目的とする定期的な研修の実施。
（２）認知症高齢者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、チームとしてケアを実践し、認知症高齢者のニーズに即した生活の支援を行う。
（３）認知症高齢者の個人の意思・意欲・人格・尊厳を尊重しながらサービス提供を行う。　　　
 　
２１．衛生管理及び従事者等の健康管理等
１　指定通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
２　通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健康診断を受診させるものとする。
３　事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
　（1） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
　（2） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年に2回定期的に実施する。

２２．利益供与等の禁止
１　事業所は、相談支援事業を行う者若しくは他の福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないものとする。
２　事業所は、相談支援事業を行う者若しくは他の福祉サービス事業者等又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないものとする。

２３．記録の整備及び開示
１　事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
２　事業所は、利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、当該サービスの提供が完結した日から５年間保存するものとする。
３　サービス提供に関わる記録について、利用者等に求められたら開示するものとする。
４　整備保存すべき記録は次のとおりとする。
・地域密着型通所介護計画
・具体的なサービス内容等の記録
・市町村への通知に係る記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
・報告、評価、要望、助言等の記録
・身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

２４．認知症ケアに関する事項
１　事業所は、認知症に関する十分な知識を取得し、専門性と資質の確保・向上を目的とし、定期的に研修を実施する。
２　認知症高齢者への対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、環境やチームケアを統一することで、認知症高齢者のニーズに即した生活支援を行う。パーソナル・センタード・ケア（いつでも　どこでも　その人らしく）本人の自由意志を尊重したケアを実施する。

２５．ハラスメントの防止
１　事業所は、適切な指定通所介護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
２　職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、相談窓口を設置し、従事者に対して周知・啓発をする。

２６．その他運営に関する事項
１　従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
（１）採用時研修	採用後２か月以内
　　　　・ハラスメントについての研修
　　　　・虐待防止、身体拘束廃止のための研修等
（２）継続研修	年2回
[bookmark: _Hlk97107247]（３）認知症介護基礎研修　医療・福祉関係の資格を有さない介護従業者を対象として受講させるための必要な措置を講じる。
２　従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
３　従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
４　この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社介護NEXTと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

２７．業務継続計画の策定等
　事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
１　事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
２　事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
３　事業所は、業務継続計画を適切に実施するための担当者を選定する。

２８．個人情報の保護
１　利用者又はその家族の個人情報等について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
２　事業所が得た利用者又はその家族の個人情報等については、事業所での事業の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文章に得るものとする。
３　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の情報を用いる場合は家族の同意をあらかじめ文書で得ることとする。








令和  　 年    月    日


事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。
事　業　者　　所在地　　　群馬県伊勢崎市上泉町１５７番地１
事業者（法人）名　株式会社介護ＮＥＸＴ
事　業　所 　 所在地　　　
名称　     
説明者職・氏名　　　　　　　　



私は、上記の重要事項の説明を当書面の基づき事業所から交付を受け、内容に同意しました。また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。

　　　　　利　用　者　　　住　所　

氏　名　　　　　　　　      　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　家族の代表　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　

署名代行者（又は法定代理人）
住　所

本人との続柄
氏　名　　　　　　　　　 　　　　 　　
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